
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】

【請求項３】

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ブリッスルと刃物を組み合わせた整髪具に関する。
【背景技術】
【０００２】
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鉛直の刃先を備えた刃物、多数のブリッスルを備えた断面形態が略コの字状の整髪具本体
および整髪具用母材からなり、
刃先を外側に向けて刃物が整髪具本体の主体部に内装され、
該ブリッスルが該刃物の刃先に対して斜めに向けて設けられるとともに、該ブリッスルが
刃物の刃先の外側へ突設され、
少なくとも２個の該整髪具本体が整髪具用母材に一定の間隔を隔てて立起され、かつ、そ
れぞれの刃物の刃先が同一方向に設定されてなることを特徴とする整髪具。

刃物の刃先に対して該ブリッスルの傾斜角度が１２０～１５０度であることを特徴とする
請求項１記載の整髪具。

取っ手を備えたことを特徴とする請求項１又は２記載の整髪具。



　この種の背景技術として特開２００３－１９０６７５公報に記載された発明が知られて
いる。
　この発明は、剃刀の刃体は刃縁から飛び出た半円状の突起により刃縁が断続的に被覆さ
れ、露出した刃縁と被覆された刃縁が交互に設けられたものである。
　隣接する一対の突起の間に毛髪の切断時の梳き量を制限することを目的とした溝が設け
られているものである。
【特許文献１】特開２００３－１９０６７５公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　前記の特許文献１記載の背景技術では、一対の突起により、毛髪の切断時の梳き量を制
限できる有利性や刃体の露出した刃縁に供給される毛髪量は突起により安定する有利性が
あるものの、露出した刃縁は往時から広く知られた整髪具と同様に毛髪に対して直角に臨
むことになる。
　このため、剃刀は頭皮に沿って移動さ ら、毛髪を確実に切断できるものの、刃縁
が毛髪に直角に接触するから、毛髪を過剰に切断することが少な いわゆる“虎刈
り”を生じることが少なくなかった。
　その原因は、剃刀により切断される毛髪の切断部と非切断の毛髪との較差が顕著である
ことによる。
　そのため、“虎刈り”を回避しようとすれば、その作業は熟練を必要とし、煩雑さを回
避できなかった。
【０００４】
　この発明の目的は、整髪作業の簡素化と煩雑性の解消を図ることにある。
　他の目的はいわゆる“虎刈り”を回避できる整髪具を提供することにある。
　さらに、他の目的は、
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明の第１の課題解決手段は、

【０００６】
　この発明の第２の課題解決手段は、第１の課題解決手段において、

【０００７】
　この発明の第３の課題解決手段は、

【発明の効果】
【０００８】

【０００９】
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れるか
くなく、

毛髪の切断量を少なく加減できる整髪具を提供することにある。

鉛直の刃先を備えた刃物、多数のブリッスルを備え
た断面形態が略コの字状の整髪具本体および整髪具用母材からなり、
刃先を外側に向けて刃物が整髪具本体の主体部に内装され、
該ブリッスルが該刃物の刃先に対して斜めに向けて設けられるとともに、該ブリッスルが
刃物の刃先の外側へ突設され、
少なくとも２個の該整髪具本体が整髪具用母材に一定の間隔を隔てて立起され、かつ、そ
れぞれの刃物の刃先が同一方向に設定されてなることを特徴とする整髪具である。

刃物の刃先に対して
該ブリッスルの傾斜角度が１２０～１５０度であることを特徴とする整髪具である。

第１又は第２の課題解決手段において、取っ手を備
えたことを特徴とする整髪具である。

第１の課題解決手段は、上記のように構成されているから、以下の作用効果を奏する。
　多数のブリッスルは、刃先に対して傾斜して配置されているから、頭部の上方から下方
にかけ、頭皮に沿わせて整髪具を移動させることにより、毛髪は傾斜したブリッスルの間
に導入され、ブリッスルにより傾斜状態により誘導されて刃物の刃先に接触する（図２、
図３を参照）。

したがって、毛髪と刃物の刃先の接触角度は、背景技術のように直角に接触することなく
、一定の傾斜角度により接触する。



【００１０】

【００１１】

【００１２】

【００１３】

【００１４】

【００１５】

【００１６】

【００１７】

【００１８】

【００１９】

【発明を実施するためにの最良の形態】
【００２０】

10

20

30

40

50

(3) JP 3873988 B2 2007.1.31

かくして、背景技術では、毛髪は刃先に対して直角に接触するから、その毛髪の切断部は
毛髪の長さ方向に対して直角となった。
したがって、非切断の毛髪と切断部の毛髪との較差が顕著となり、いわゆる“虎刈り”を
発生した。

　これに対して、この発明では、毛髪は傾斜状態のブリッスルにより強制的に傾斜状態で
誘導されるから、毛髪は傾斜して切断される（図２、図３を参照）。

　そこで、この点のメカニズムをさら詳細に説明する。
　整髪具の移動とともに、毛髪はブリッスルにより一定の傾斜角度により誘導されつつ、
傾斜状態により刃先に強制的に接触される。

　この結果、刃先は毛髪の長さ方向に沿って毛髪を斜めに擦るようにして切断できるので
、毛髪の切断部は刃物の刃先の移動方向つまり傾斜角度に倣い一定の角度に傾斜している
（図２、図３を参照）。

　したがって、毛髪は傾斜状態に切断されるから、切断された１本の毛髪を注視した場合
、切断の開始部側が太く、切断の終了部側が細く切断される。
　一般的に人の毛髪は、頭皮側が太く、その先端にかけて細いものであるが、この発明の
整髪具によれば、毛髪の切断部は頭皮側が太く、先端にかけて細くなるから、毛髪の切断
部は自然の毛髪に近い状態に擬制される。
　整髪具の移動とともに徐々に首側にかけて毛髪を次々と切断することになるから、毛髪
は全体として統一された状態で自然の毛髪に近い状態に切断できる。
　よって、部分的に過剰に毛髪が切断されるおそれがなく、切断部と非切断部の較差が少
ないから、いわゆる“虎刈り”を生じるおそれがない。

　また、毛髪の切断作業は、傾斜したブリッスルを頭皮に沿わせて実施すればよいから、
熟練やいわゆる“こつ”を必要としない。

　上記の作用効果のほか、次の作用効果を奏する。
　一定の間隔を隔てて設けられた少なくとも２個の整髪具本体の間に毛髪を導入できる。
　そして、整髪具本体間に導入された毛髪の一定量は、刃物の刃先に接触して切断されな
いものの、整髪具本体間に導入された毛髪の一定量は、ブリッスルにより毛髪は傾斜状態
で刃先に導入され、切断できる。

　この発明の場合、毛髪の一定量を積極的に切断できないようにし、その非切断量を期待
できるから、とりわけ、毛髪の薄い人や毛髪の切断量を少なく加減して行う場合に寄与す
る。

第２の課題解決手段は、上記のように構成されているから、以下の作用効果を奏する。
　第１の課題解決手段と共通する作用効果を奏するほか、左手使用の場合にとりわけ毛髪
の切断機能を奏する。

　第３の課題解決手段は、上記のように構成されているから、以下の作用効果を奏する。
　第１、第２又は第３の課題解決手段と共通する作用効果を奏するほか、取っ手を備えて
いるから、使い易い。

　整髪作業の簡易化と煩雑性の解消を図ることといわゆる“虎刈り”を回避するという目



【実施例１】
【００２１】

【００２２】

【００２３】

【００２４】

【００２５】

【００２６】

【００２７】

【００２８】

【００２９】

【００３０】

【実施例２】
【００３１】
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的をブリッスルを傾斜することにより実現した。

　この発明の実施の形態に係る整髪具１０を図面を参照して説明する（図１を参照）。
　以下断りのない限り、実施例１～実施例４の構成の本質は共通するものである。
　整髪具１０は、その本体１０ａ、ブリッスル１０ｂ、取っ手１０ｃおよび刃物１２が組
み合わせられている。
　刃物１２は金属であるが、その他の本体１０ａ、ブリッスル１０ｂおよび取っ手１０ｃ
は、一体成形によるプラスチックス製を発明者は試みたが、木材などその材質を問わない
。

　整髪具本体１０ａの一側には知られるように鉛直な刃先１２ａを備えた刃物１２が装着
されている。

　そして、この刃物１２の刃先１２ａを越えてその外側に知られるように多数のブリッス
ル１０ｂが一定の間隔を設けて設けられている。

　ここで、注目されるのは、従来の整髪具では刃物の刃先に対しブリッスルは直角方向に
配置されていたものを、この発明では、これらの多数のブリッスル１０ｂが前記した刃先
１２ａに対して傾斜して配置されている。

　先にブリッスル１０ｂが刃先１２ａに対して傾斜して配置されていることを説明したが
、その傾斜角度は、右手使用の場合に備える場合は、６０～９０度が適当である。
　他方、左手使用の場合に備える場合は、その傾斜角度は１２０～１５０度が適当である
。

　ブリッスル１０ｂが刃先１２ａに対して傾斜して配置されてなることにより、　毛髪Ｈ
の切断時において、毛髪Ｈは傾斜したブリッスル１０ｂにより、強制的に傾斜状態に誘導
されつつ、刃物１２の刃先１２ａに接触する（図２、図３を参照）。

　かくして、背景技術では、刃物の刃先が毛髪に対して直角に接したから、その切断部は
直角であり、かつ、毛髪を過剰に切断するおそれがあったが、この発明では、刃物１２の
刃先１２ａは常に毛髪Ｈの側面を擦るようにして、図２、図３に示されるように矢印Ｙ方
向に傾斜して毛髪Ｈに作用する。

　因みに、人の毛髪Ｈは頭皮Ｔ側が太くその先端にかけて細いものであるが、この発明に
係る整髪具１０によれば、切断される毛髪Ｈは頭皮Ｔ側が太く先端にかけて徐々に細く自
然体の毛髪に擬製された状態で切断できる（図２、図３を参照）。

　かくして、背景技術では、毛髪は刃先に対して直角に接触するから、その毛髪の切断部
は毛髪の長さ方向に対して直角となった。

　したがって、非切断の毛髪と切断部の毛髪との較差が顕著となり、いわゆる“虎刈り”
を発生したが、この発明では前記したように、毛髪Ｈの切断部は傾斜状態に切断されるか
ら、非切断の毛髪との較差が少ないから、“虎刈り”を発生するおそれがない。

　この例は、整髪具を３通りに使用できるようにしたものである。
　整髪具１０を３通りに使用できるようにする目的は、毛髪Ｈの切断量を一次的に調整で
きるようにすること、さらに二次的に調整を可能にすること、そして、切断機能を停止さ



【００３２】

【００３３】

【００３４】

【００３５】

【００３６】

【００３７】

【００３８】

【００３９】

【００４０】
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せることにより“くし”に転用できるようにすることにある。

　突起１８が図４～図６の場合では、３個設けられている。
　これらの突起１８の目的は、調整部材１４ａをブリッスル１０ｂ側へ移動させ、突起１
８が刃物１２の刃先１２ａを越え、一部の溝１０ｇの刃先１２ａ側を積極的に塞ぐことに
より、露呈された全部の刃先１２ａのうち、一部の刃先１２ａの切断機能を停止させ、意
図しない毛髪Ｈの切断を抑制するものである。

　これらの突起１８は、ブリッスル１０ｂ間の溝１０ｇに臨ませてあるが、ブリッスル１
０ｂ間の全ての溝１０ｇを塞ぐように対応させることなく、全溝１０ｇのうち、一部の溝
１０ｇのみを塞ぐことのできるように工夫されている。
　この発明の実施の形態では、６本の溝１０ｇに対して１本置きの溝１０ｇを塞ぐことの
できるように、１本置の溝１０ｇに対応させて突起１８が一定の間隔を離隔して設けられ
ている。

　したがって、６本の溝１０ｇのうち、３本の溝１０ｇを突起１８により閉塞することに
より、突起１８により非閉塞部分として露呈される刃物１２の刃先１２ａを活用して毛髪
の切断を図るようにしている。
　かくして、３本の溝１０ｇの部分の刃先１２ａのみが毛髪Ｈの切断に寄与し、毛髪Ｈの
切断量を少なく調整できるように図られている（図５を参照）。
　他方、全ての溝１０ｇつまり６本の溝１０ｇ間に導入される毛髪Ｈを切断する場合は、
調整部材１４ａを移動させ、突起１８を刃先１２ａから後退させることにより、６本の溝
１０ｇ間の刃先１２ａの部分を毛髪Ｈの切断に寄与させることができる（図４を参照）。

　なお、突起１８の数の多寡、突起１８の間隔の設定は、この製品の単なる設計的事項に
過ぎない。

　調整部材１４ａを段階的に移動自在に設けるため、調整部材１４ａには該ブリッスル１
０ｂの傾斜角度に対応した傾斜角度による誘導孔１４ｂが２個形成されている。

　他方、整髪具本体１０ａには、前記した調整部材１４ａの誘導孔１４ｂに遊嵌されるガ
イド突起１４ｃが２個設けられ、これらのガイド突起１４ｃは、それぞれ誘導孔１４ｂに
遊嵌されている。
　かくして、調整部材１４ａは、ガイド突起１４ｃにより制御され、傾斜状態の誘導孔１
４ｂに案内され、前進と後退が可能である。
　ブリッスル１０ｂ側に向けて前進されることにより、調整部材１４ａに設けられた突起
１８は、段階的に刃先１２ａを越え、あるいは後退させることにより刃先１２ａの内側で
固定制御される。

　また、溝調整部材１４ａを最大に前進させることにより、溝１０ｇ間に露呈される全て
の刃先１２ａを塞ぐことにより、刃物１２の機能を一時的に停止させ、ブリッスル１０ｂ
のみを利用することにより、“くじ”に転用できるように図られている（図６を参照）。

　調整部材１４ａを段階的に制御させて移動できるようにするため、整髪具本体１０ａの
一部、図４～図６の場合、整髪具本体１０ａの先端部に３段階の制御を目的として一定の
間隔により、係止部材Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３が設けられている。
　他方、これらの係止部材Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３に係合するように係止部材Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３
寄りの調整部材１４ａの縁に内側に緩やかな円弧を描いた係合部１４ｄが設けられている
。



【００４１】

【実施例３】
【００４２】

【００４３】

【００４４】

【００４５】

【００４６】

【００４７】

【００４８】
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　前記した係止部材Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３と係合部１４ｄが係合するように設けられているか
ら、調整部材１４ａを移動させたとき、調整部材１４ａの移動距離は３個所の係止部材Ｎ
１、Ｎ２、Ｎ３の何れかにより確実に制御され、３段階に区別されるとともに妄動しない
。

　調整部材１４ａの一端には、調整部材１４ａの操作用のつまみ１６が設けられている。

　この例は、図７～図１４に示されるものである。
　この例は、整髪具１０は、切断機能の微調整を可能にし、実施例２と共通する点が少な
くないが、“くし”に転用できるようにすることのほか、刃物の掃除を楽にできるように
することを目的としている。

　整髪具１０は、その本体１０ａ、ブリッスル１０ｂ、取っ手１０ｃおよび刃物１２が組
み合わせられている。
　この例においても鉛直の刃先１２ａを備えた刃物１２が整髪具本体１０ａに設けられて
いる。

　一方、多数のブリッスル１０ｂを備えたブリッスル部材１０ｄが整髪具本体１０ａに移
動自在に制御できるように整髪具本体１０ａと独立して設けられている。

　該ブリッスル部材１０ｄの整髪具本体１０ａへの装着時において、該刃先１２ａに対し
て多数のブリッスル１０ｂが傾斜するように設定されている。

　該ブリッスル１０ｂ間の全ての溝１０ｇのうち、一部の溝１０ｇはその底側が閉鎖部材
１０ｅにより閉鎖されている。
　閉鎖部材１０ｅにより一部の溝１０ｇを塞ぐ目的は、前記した実施例２の突起１８と共
通するが、さらに二次的な目的を有するものである。

　該閉鎖部材１０ｅの溝１０ｇの開放側１０ｆが前記したブリッスル１０ｂの傾斜方向に
対して対称方向に傾斜されている。
　前記した開放側１０ｆがブリッスル１０ｂの傾斜方向に対して対称方向に傾斜されてい
ることにより、この開放側１０ｆに臨ませたときの刃物１２の刃先１２ａを溝１０ｇの全
幅分を利用することに代えて、開放側１０ｆの傾斜部により規制することにより、刃先１
２ａの一部を利用して毛髪Ｈの切断量を調整できるように図られている。
　閉鎖部材１０ｅの開放側１０ｆがブリッスル１０ｂの傾斜方向に対して対称方向に傾斜
されているとは、開放側１０ｆがブリッスル１０ｂの傾斜と絶対的に対称であることを意
味するものではなく、相対的な対称であり、対称の方向性を意味するものである。

　ブリッスル部材１０ｄを整髪具本体１０ａに移動自在に制御できるようにするため、以
下のように構成されている。
　ブリッスル部材１０ｄのブリッスル１０ｂと反対側の外側寄りの一部は開放され開口部
２０が形成されている。
　開口部２０が形成されることにより、ブリッスル部材１０ｄの開口部２０側は図面上、
上下の二段に分割され、上方部２２と下方部２４が形成される。
　上方部２２の一部が外側を開放して切欠され、切欠部２６が形成されている。
　切欠部２６自体は、何らの機能を奏するものではないが、切欠部２６を設けることによ
り、その切欠部２６の外側に隣接する肉薄の上方部２２が後述する弾性作用を備えた押さ
え具２８として構成できる。
　切欠部２６の開放寄りの傍らにおいて、上方部２２の下方にはガイド突起３０が設けら
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れている。
　また、前記した押さえ具２８の外側の下方には係止部材３２が設けられている。
　上方部２２には、ブリッスル部材１０ｄの移動に備えてつまみ３４が突設されている。

　他方、整髪具本体１０ａには、前記したブリッスル部材１０ｄとの組み合わせに備えて
いくつかの機構が設けられている。
　ブリッスル部材１０ｄに設けたガイド突起３０が嵌合し、ブリッスル部材１０ｄが移動
できるように、整髪具本体１０ａには細長いガイド溝３６が形成されている。
　この細長いガイド溝３６内にブリッスル部材１０ｄのガイド突起３０が嵌合されること
により、ブリッスル部材１０ｄは前進、後退ができるように図られている。
　ガイド溝３６の傍らには、ブリッスル部材１０ｄの移動距離を規制する多数のローレッ
ト目を備えた移動規制部材３８が設けられている。
　ブリッスル部材１０ｄを整髪具本体１０ａに装着させたときに、ブリッスル部材１０ｄ
の押さえ具２８の外側の下方に設けた係止部材３２はローレット目を介して一定の間隔毎
に前記した移動規制部材３８に係止される。

　ブリッスル部材１０ｄを整髪具本体１０ａに装着したときに、前記した移動規押さえ具
２８の浮き上がりを抑制することを目的として、整髪具本体１０ａの移動規制部材３８の
傍らに支軸４０を支点として回動できる浮き上がり抑制部材４２が設けられいる。
　この浮き上がり抑制部材４２はブリッスル部材１０ｄの押さえ具２８側へ回動され、押
さえ具２８に係合させた後に支軸４０が固定されることにより、押さえ具２８の妄動を抑
制している。

　他方、整髪具本体１０ａからブリッスル部材１０ｄを外し、刃物１２の掃除に備える場
合は、浮き上がり抑制部材４２と押さえ具２８の係合状態を解除するが、この場合は前記
した支軸４０のねじなどを緩め、固定状態が解かれる。

　次にこの実施例の整髪具１０の使用方法を図１２～図１４を参照して説明する。
（１）毛髪の切断を行う場合（一次的切断）。
　ブリッスル部材１０ｄのつまみ３４を持ち、ブリッスル部材１０ｄを一定間隔の距離分
だけ後退させる。
　この場合、その間隔は、押さえ具２８の係止部材３２と移動規制部材３８との組み合わ
せにより確実に制御される。

　かくして、整髪具本体１０ａに装着された刃物１２の刃先１２ａは、閉鎖部材１０ｅが
設けられた溝１０ｇには露呈しないものの、閉鎖部材１０ｅのない溝１０ｇには、露呈す
る（図９を参照）。
　そこで、この露呈した刃先１２ａにより毛髪Ｈの切断を行う。
　この場合、この実施例では、全ての溝１０ｇに刃先１２ａを露呈させて行う形態ではな
く、一部の溝１０ｇに露呈される刃先１２ａにより毛髪Ｈの切断を行うものであるから、
その機能は実施例２の機能と共通する。

（２）毛髪の切断の微調整を併用しつつ行う場合（二次的切断）。
　ブリッスル部材１０ｄのつまみ３４を持ち、ブリッスル部材１０ｄを最大限に近く後退
させる。
　この場合、その間隔は、押さえ具２８の係止部材３２と移動規制部材３８との組み合わ
せにより確実に制御される。

　かくして、整髪具本体１０ａに装着された刃物１２の刃先１２ａの一部を閉鎖部材１０
ｅを越えて溝１０ｇ内に露呈させることができる。
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　さらに、閉鎖部材１０ｅのない溝１０ｇには、溝１０ｇの幅に等しい幅による刃先１２
ａが露呈する（図９を参照）。
　そこで、溝１０ｇの幅に等しい幅による刃先１２ａと閉鎖部材１０ｅにより制御された
刃先１２ａの２種類の刃先１２ａにより毛髪Ｈの切断を行う。

　この場合、溝１０ｇの幅に等しい幅による刃先１２ａにより、先に説明した一次的切断
が実施でき、閉鎖部材１０ｅにより制御された刃先１２ａにより、微調整の切断できる。
　つまり、ここに微調整の切断とは、毛髪の切断量を一層少なくできることである。

　とりわけ、ブリッスル部材１０ｄの移動距離は、自由に設定できるから、その移動距離
に応じて前記した閉鎖部材１０ｅにより制御された刃先１２ａの露呈状態を自由に設定で
きるので、よって、この刃先１２ａの露呈状態の変更により自由に毛髪の切断量を加減で
きる（図１３を参照）。

（３）“くし”として転用する場合。
　ブリッスル部材１０ｄのつまみ３４を持ち、ブリッスル部材１０ｄを最大に前進させる
。
　この場合、その間隔は、押さえ具２８の係止部材３２と移動規制部材３８との組み合わ
せにより確実に制御される。

　かくして、整髪具本体１０ａに装着された刃物１２の刃先１２ａは、ブリッスル部材１
０ｄのブリッスル１０ｂ側により、刃物１２の刃先１２ａは一切溝１０ｇ溝内に露呈され
ることなく、隠蔽される。
　かくして、刃物１２の機能は停止されるから、ブリッスル１０ｂのみを利用してこの整
髪具１０を“くし”として転用する。

　この例は、図１５に示されるものである。
　この実施例４を図１５を参照して説明する。
　この例は、発明の本質において、実施例１に係る整髪具１０が少なくとも２個設けられ
、この整髪具１０が母材上に２個併設されたものに等しいといえる。

　そこで、この例について説明すると、鉛直の刃先１２ａを備えた刃物１２と多数のブリ
ッスル１０ｂからなる整髪具本体４４が少なくとも２個設けられている。
　図示の場合では、この整髪具本体４４が５個設けられている。
　整髪具本体４４を構成するその主体部はプラスチックス製であり、断面形態が多数のブ
リッスル１０ｂを斜めに向けた略コの字状のものであり、刃物１２がその刃先１２ａを外
側に向けて主体部に内装されている。

　そして、刃先１２ａが整髪具本体４４の主体部の外側に向けられ、この刃先１２ａに対
して多数のブリッスル１０ｂが傾斜して配置されるとともに該ブリッスル１０ｂが刃物１
２の刃先１２ａの外側へ突設されている。

　少なくとの２個の該整髪具本体４４が整髪具用母材４６に一定の間隔を隔て立起され、
かつ、それぞれの刃物１２の刃先１２ａが同一方向に設定されるとともに前記の多数のブ
リッスル１０ｂは整髪具用母材４６から遠ざかる方向の斜めに設けられている。
　ここに、ブリッスル１０ｂが整髪具用母材４６から遠ざかる方向の斜めに設けられてい
るとは、図面上、ブリッスル１０ｂが上方の斜めに向けて設けられていることである。

　一定の間隔を隔てて設けられた少なくとも２個の整髪具本体４４の間に毛髪Ｈを導入で
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きる。
　換言すれば、隣接する整髪具本体４４自体がブリッスルの機能を奏する。
　したがって、整髪具本体４４間に導入された毛髪Ｈの一定量は、刃物１２の刃先１２ａ
に接触して切断されないものの、隣接する整髪具本体４４により毛髪Ｈが梳かれ、整髪具
本体４４間に導入された毛髪Ｈの一定量は、実施例１の課題解決手段と同様にブリッスル
１０ｂにより毛髪は傾斜状態で刃先に導入され、切断できる。
　前記したように、隣接する整髪具本体４４自体がブリッスルの機能を奏するものである
から、隣接する整髪具本体４４間の距離は、一般的に採用されているブリッスル１０ｂの
間隔に等しくたとえば、３ｍｍ程度に設定することが好ましい。

　この発明の場合、毛髪Ｈの一定量を積極的に切断できないようにし、その非切断量は、
実施例２および実施例３の課題解決手段に比較して、一層期待できるから、とりわけ、毛
髪Ｈの薄い人や毛髪Ｈの切断量を少なく加減して行う場合に寄与する。

整髪具の斜視図である。（実施例１）
右手使用における刃物による毛髪の切断状態を示す説明図である。
左手使用における刃物による毛髪の切断状態を示す説明図である。
整髪具の斜視図である。（実施例２）
刃物の一部を使用する場合の整髪具の斜視図である。（実施例２）
刃物の機能を停止させくしとして使用する場合の整髪具の斜視図である。（実施

例２）
整髪具の分解斜視図である。（実施例３）
整髪具の要部の拡大側面図である。（実施例３）
整髪具の側面図である。（実施例３）

図８のＡ－Ａ線断面図である。（実施例３）
図８のＢ－Ｂ線断面図である。（実施例３）
整髪具の一次的使用状態を示す要部の側面図である。（実施例３）
整髪具の二次的使用状態を示す要部の側面図である。（実施例３）
整髪具をくしに転用して使用する状態を示す要部の側面図である。（実施例３

）
整髪具の斜視図である。（実施例４）

　１０　整髪具
　１０ａ　整髪具本体
　１０ｂ　ブリッスル
　１０ｃ　取っ手
　１０ｄ　ブリッスル部材
　１０ｅ　閉鎖部材
　１０ｆ　閉鎖部材の開放側
　１０ｇ　溝
　１２　刃物
　１２ａ　刃先
　１４ａ　調整部材
　１４ｂ　誘導孔
　１４ｃ　ガイド突起
　１４ｄ　係合部
　１６　つまみ
　１８　突起
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　２０　開口部
　２２　上方部
　２４　下方部
　２６　切欠部
　２８　押さえ具
　３０　ガイド突起
　３２　係止部材
　３４　つまみ
　３６　ガイド溝
　３８　移動規制部材
　４０　支軸
　４２　浮き上がり抑制部材
　４４　整髪具本体
　４６　整髪具用母材
　Ｎ１　係止部材
　Ｎ２　係止部材
　Ｎ３　係止部材
　Ｔ　　頭皮
　Ｈ　　毛髪
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(11) JP 3873988 B2 2007.1.31
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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